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 各障害者（児）事業所等設置者 様 
 各障害福祉サービス事業所設置者 様 
 
                     千葉県健康福祉部障害福祉課長 
                               （公印省略） 
 
   千葉県社会福祉事業団問題等第三者検証委員会の答申を踏まえた適正な 
   事業運営の徹底について（通知） 
 
 本県における障害福祉の推進については、日頃から御尽力いただき、感謝申し上げ 
ます。 
 県では、外部有識者からなる「千葉県社会福祉事業団問題等第三者検証委員会」を 
設置し、千葉県社会福祉事業団による千葉県袖ヶ浦福祉センターにおける虐待事件問題、

同事業団のあり方及び同センターのあり方について検証するよう同委員会に対して諮問

し、同委員会では１月以降議論を重ねてこられました。 
 このたび、８月７日に同委員会から、同事業団のあり方及び同センターのあり方につ

いて最終報告（答申）が提出されました（概要別添）。 
 ついては、貴所における職員へ周知の上、障害者（児）に対する虐待の未然防止や早

期発見、迅速な対応など、答申を踏まえた適正な事業運営の徹底に努められるよう一層

の取組みをお願いいたします。 
 なお、全文を千葉県ホームページに掲載しておりますので、御参照ください

（ http://www.pref.chiba.lg.jp/shoufuku/jouhoukoukai/shingikai/dai3shakensho/kens
ho.html）。 
 
 
 

参考資料５ 


